
 

杉戸町医療機関等物価高騰対応事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、原油価格、物価高騰の影響を受けている医療機関等の負担を軽

減し、もって安定的かつ継続的な事業運営を支援するため、町内医療機関等に対し

て杉戸町医療機関等物価高騰対応事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付

することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、令和７年６月１日時点において、町内に所

在し、かつ、別表左欄に掲げる医療機関等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号の暴力団又は同条第６号の暴力団員が経営に関

与している者は、補助金の交付の対象としない。 

（補助金額及び回数） 

第３条 補助金の交付額は、別表右欄に掲げるとおりとする。 

２ 補助金の交付回数は、１施設（事業所含む。）につき１回を限度とする。 

（交付申請及び交付決定） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、杉戸町医

療機関等物価高騰対応事業費補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に町長が必

要と認める書類を添えて、町長が定める期間内に町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲

内において補助金の交付の可否を決定し、申請者に対し、杉戸町医療機関等物価高

騰対応事業費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により通知するもの

とする。 

３ 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者が指定す

る金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。 

（交付の取消し等） 

第５条 町長は、補助金の交付を受ける者又は受けた者が次の各号のいずれかに該当

するときは、補助金を交付せず、若しくは全部を返還させることができる。 



(1) この告示に違反したとき。 

(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(3) その他町長が不適当と認めたとき。 

（その他） 

第６条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第５条の規定

は、この告示の失効後もなおその効力を有する。 



別表（第２条、第３条関係） 

区分 交付額 

病院 ５万円 

一般診療所（有床） ３万７千５百円 

一般診療所（無床） ２万５千円 

歯科診療所 ２万５千円 

保険薬局 １万２千５百円 

障がい者入所施設 ５万円 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）に基づ

くグループホーム 

１万５千円 

障がい者通所事業所 １万５千円 

障がい児通所事業所 ７千５百円 

障害者総合支援法に基づく訪問介護事業所 ７千５百円 



様式第１号（第４条関係） 

 

杉戸町医療機関等物価高騰対応事業費補助金交付申請書兼請求書 

 

     年  月  日 

杉戸町長 あて 

 

杉戸町医療機関等物価高騰対応事業費補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請し、請

求します。 

                   〒 

               所在地 

申請・請求者  名称 

代表者名                印 

電話番号 

１ 申請・請求者の情報 

名称  

所在地  

管理者職名  

管理者氏名  

業種 

 

該当する業種を☑

して下さい。 

□病院 □入院施設のある一般診療所 

□入院施設のない一般診療所 □歯科診療所 □保険薬局 

□障がい者入所施設 

□障害者総合支援法に基づくグループホーム 

□障がい者通所事業所 □障がい児通所事業所 

□障害者総合支援法に基づく訪問介護事業所 

 

２ 申請金額         円 

 

３ 補助金の振込先 

金融機関名 銀行 

信金・信組・農協 

金融機関 

コード 

 

 

 

 

 

 

    

本支店名 本店 

支店 

支店コード        

預金種別 □普通 □当座 口座番号※        

ゆうちょ銀行 通帳記号 通帳番号（右づめ） 

    0 の         

口座名義 

（カタカナ） 

カタカナで記載してください。 

 

※口座番号（通帳番号）は、右詰めでご記入ください。



様式第２号（第４条関係） 

 

杉 第     号 

年  月  日 

  

           様 

                        

                      杉戸町長         印 

  

 

杉戸町医療機関等物価高騰対応事業費補助金交付（不交付）決定通知書 

 

年 月 日付で申請のあった杉戸町医療機関等物価高騰対応事業費補助金に

ついて、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 決定内容      交 付 

      

            不交付（理由） 

 

２ 交付決定額             円 

 

３ 交付（振込）予定日    年  月  日 

 

４ その他 

  次に該当するときは、補助金を返還していただくことがありますので御留意くだ

さい。 

 (1) この告示に違反したとき。 

 (2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

 (3) その他町長が不適当と認めたとき。 

 

※補助金は申請書兼請求書に記載された振込先に振り込みます。 

 

 

 

 


